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会計情報 

中国子会社における法定決算留意事項 

 

本稿における解説は中国新企業会計準則（以下、「新準則」）をベースとしていますが、会計基準を問わず、日系企業中

国子会社がこの時期に、決算留意事項として事前に準備、検討すべきと思われる事項について、幅広く解説しています。 

■ 当期決算に考慮すべき外的要因、内的要因 

この1～2年、中国経済の景気減速が懸念されるとともに、日中関係の悪化が日本からの投資に影を落としている状

況が続いており、中国における日系企業にとっては厳しい経営環境が続いています。かかる状況において、中国に

おける日系企業の中には、業績が急激に悪化している会社や、事業採算の悪化を原因として撤退や事業再編等を

計画している会社も増えていると想定されます。期末決算に際しては、業績が悪化している子会社、事業再編等を検

討している子会社については、特に注意が必要です。 

■ 法定決算処理の留意事項 

法定決算処理のポイントとして、以下に留意する必要があります。 

 新準則の適用企業においては改訂の影響、特に有給休暇引当金の計上の要否の検討を進める。 

 中国経済の減速等による中国子会社への影響を把握する。特に、次の2点について前倒しの対応を行う。 

  固定資産の減損の検討 

  企業継続性の疑義への対応 

 決算日程等について、子会社と具体的な打ち合わせを行う（2015年の春節休暇は2月18日～24日となっている）。 

■ 新「企業会計準則」に関する留意事項（新準則の改訂） 

中国の会計基準設定主体である財政部は、2014年になり相次いで5つの改訂具体準則及び3つの新規具体準則を

公表しています。また、これら8つの具体準則に対応する実務指針である「応用指南」も逐次公表され、既に、改訂新

準則「第37号 金融商品の表示」（以下、「改訂37号準則」）を除く具体準則の応用指南が公表されており、法定決算

に重要な影響があると予想される改訂が散見されています。 

 

上記の事項は、法定決算開始後に検討する場合には期末後に決算数値が大きく変動したり、子会社の決算数値の確定

が大幅に遅れる事態を招く可能性もあるため、事前に中国子会社の経理担当者等と協議し、早めの対策を講じることが

望ましいと考えます。本稿の詳細は、トーマツ チャイナ ニュースVol.143（2014年10月号）会計情報をご覧ください。 
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税務情報 

固定資産の加速減価償却の範囲が拡大 

～財税[2014]75号の施行～ 

 

2014年 10月 20日付けで「固定資産の加速減価償却に係る企業所得税政策の完備に関する通知」（財税[2014]75号、

以下“75号通知”と表記）が公布され、2014年1月1日から遡及適用されています。 

75号通知では、固定資産に対する加速減価償却を新たにバイオ医薬品の製造、専用設備の製造、通信・ソフトウェア・情

報技術サービスを含む6業種に認めています（特定6業種…①バイオ医薬品の製造、②専用設備の製造、③鉄道・船舶・

航空機その他の輸送設備の製造、④コンピューター・通信機器その他の電子設備の製造、⑤計測設備の製造、⑥通信・

ソフトウェア・情報技術サービス）。 

また、これらに加えて、全ての企業に対して少額固定資産の一括償却を認めるなど、その適用範囲が更に拡大されてい

ます。 

 

75号通知では、2014年1月1日以降、新たに購入した固定資産に以下の優遇措置を定めています。 

固定資産の 

使用目的 

固定資産金額 対象業種ごとの減価償却方法 

6業種 

（小規模企業以外） 

6業種 

（小規模企業） 

全業種   

研究開発専用 100万元超 減価償却期間の短縮 

/加速減価償却が可能 

減価償却期間の短縮 

/加速減価償却が可能 

減価償却期間の短縮 

/加速減価償却が可能 

 100万元以下 一括償却が可能 

(減価償却期間の短縮 

/加速減価償却も可能) 

一括償却が可能 一括償却が可能 

研究開発と経

営共用 

100万元超 減価償却期間の短縮 

/加速減価償却が可能 

減価償却期間の短縮 

/加速減価償却が可能 

― 

 100万元以下 減価償却期間の短縮 

/加速減価償却が可能 

一括償却が可能 ― 

上記以外の目

的に使用 

100万元超 減価償却期間の短縮 

/加速減価償却が可能 

― ― 

 100万元以下 減価償却期間の短縮 

/加速減価償却が可能 

― ― 

少額固定資産 5,000元以下 ― ― 一括償却が可能 

 

75号通知の概要、及び留意事項の解説は、トーマツ チャイナ ニュースVol.144（2014年11月号）税務情報をご覧くださ

い。 
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投資情報 

特定の外国人の短期出張者に対しZビザの取得を義務付けるなど、新たな手続きを要求 

～人社部発［2014］78号の公布～ 

 

今般、外国人に対する出入国管理に関する新たな規定が定められました。人力資源社会保障部、外交部等により共同で

定められた「外国人が入国して短期業務を遂行することの関連手続き手順（試行）」(以下“人社部発［2014］78号”と表記)

が 2015年 1月 1日から施行され、出張者などの短期滞在者を対象とした管理の強化を目的としています。人社部発

［2014］78号では、短期滞在者が従事する業務を期間の長短ではなく業務内容により“短期業務”と“短期業務に該当しな

いが人社部発［2014］78号の適用を受けるもの（以下“非短期業務”と表記）”に分類し、それ以外の業務は「外国人出入

国管理条例」の適用を受けます。このうち、“短期業務”に該当する場合には 90日以内の滞在であっても、行政主管部門

から短期業務証明書を取得すると共に、就業ビザ（Zビザ）、居留証の取得を義務付けました。 

また、現地法人や駐在員事務所への短期出張或いは設備機器の据付けや指導など、人社部発［2014］78号で定める“非

短期業務”に該当する場合においても、従来であればMビザにより出張していた短期滞在者に対し、滞在日数が90日を

超えれば、中国での就業ビザ及び居留者等の取得を要求しています。 

 

現時点においては、短期業務或いは 90日を超えて非短期業務に従事する就業ビザ取得者に対して、日本本社など外国

企業の出張者として取り扱うのか、現地法人など中国企業の雇用者として取り扱うのかは不明です。すなわち、通常、就

業ビザの取得は中国企業での勤務を前提としているため、従来からの規定に基づけば、短期出張者にもかかわらず、中

国法人との労働契約書の締結が必要になるとも考えられます。 

また、人社部発［2014］78号の制定部門には国家税務総局は含まれておらず、就業ビザの取得が要求される出張者に対

して、同局がどのように運用するのかも不明の状態です。 

 

このように、人社部発［2014］78号の要件が適用されれば、中国への出張者に対して要求される手続きが大幅に変更され

ると共に、特定の外国人の短期出張者に対しては就業ビザの取得が義務付けられます。従いまして、補充通達の公

布や実務運用の確認など、今後の動向に注視が必要です。 

 

但し、非短期業務に該当する場合、人社部発［2014］78号では1回の滞在期間が90日以内であれば、Mビザ或いはFビ

ザの取得を要求しており、この場合には、これまでと同様の手続きとなります。このため、1回の出張で 90日超の滞在が

許容されているMビザの保有者は、施行状況が明確になるまでは滞在日数に留意するなどの実務的な対応が必要となり

ます。  

 

人社部発［2014］78号の詳細は、トーマツ チャイナ ニュースVol.145（2014年12月号）投資情報をご覧ください。
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